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   参考資料の配付について 

 

このことについて，下記資料を別添のとおり配付いたします。 

 

 

記 

 

 

〇 配付資料 

                                

・ 一般財団法人函館市住宅都市施設公社の事務所移転と本市における関連業

務の受付について 
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一般財団法人函館市住宅都市施設公社の事務所移転と本市における関連業務の受付

について 

 

 現在，亀田支所２階の一部において，市営住宅をはじめ各種業務を執っている一

般財団法人函館市住宅都市施設公社（以下「公社」という。) が，別紙のとおり令

和４年(2022年)１１月中に事務所を移転する旨通知がありましたので，ご報告いた

します。 

  なお，本市および関係機関との協議により，移転後の市民等に関連する業務等に

ついては，次のとおり取り扱うこととなります。 

 

１ 事務所の移転先（花園事務所） 

函館市花園町２４番２号 

 

２ 関連業務の内容と今後の対応 

（１）移転後の令和４年度(2022年度)中の対応について 

    ・ 一般市民を対象とする市営住宅・道営住宅，東山墓園，公園施設の関連業務

については，亀田支所と花園事務所で対応します。（独立行政法人都市再生機

構（UR)の入退去受付等を除く。） 

  ・ 業者等を対象とする介護保険住宅改修および建築確認検査の申請の受付業務

については，花園事務所で対応します。 

 

業務内容 対象者 対応事務所 

市営住宅・道営住宅の入退去受付等 

東山墓園の墓地貸付申請受付等 

公園施設の使用許可申請受付 

一般市民 亀田支所・花園事務所 

独立行政法人都市再生機構(UR)の入退去受付等 一般市民 花園事務所 

介護保険住宅改修の申請受付 

建築確認検査の申請受付 
業者等 花園事務所 

 

（２）令和５年度(2023年度)以降の対応について 

全ての業務を移転先の花園事務所で対応することを基本とするが，来所者が 

集中する期間のみ，亀田支所等に臨時窓口を設置することを検討します。 

 

３ 周知方法 

  本市のホームページや市政はこだてにより，市民に周知するほか，公社において

は，市営住宅等入居者に対し，各戸別に案内文や，住棟掲示板にて周知します。 

  移転日および移転後の問合せ先については，別途市政はこだて等で周知します。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

 ・ 令和４年（2022年）１１月中 事務所移転 

 ・ 令和５年（2023年）  ３月末まで各種窓口を亀田支所２階に設置 

 ・ 令和５年（2023年） ４月  亀田支所の各種窓口撤去  
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花園事務所（貸建物）建設予定地
函館市花園町２４番２号


